
令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について
（令和３年１月26日付け総務省自治財政局財務調査課長通知）

２ 計画の見直しに当たって記載すべき事項

１ 計画の見直しに当たっての基本的な考え方

３ 財政措置

総合管理計画については、平成26年度から平成28年度までに策定するよう要請してきたが、その後一定の期間が経過するとともに、国（各
省）のインフラ長寿命化計画が令和２年度中に見直される予定であることも踏まえ、令和３年度中に総合管理計画の見直しを行うこと。

その際、総合管理計画の期間内であっても、また、全ての個別施設計画の策定が完了していないとしても、その時点で策定済の個別施設計
画等を踏まえ、見直しを行うこと。

１ 必須事項

① 基本的事項
・計画策定年度及び改訂年度 ・計画期間 ・施設保有量 ・現状や課題に関する基本認識 ・過去に行った対策の実績
・施設保有量の推移 ・有形固定資産減価償却率の推移

② 維持管理・更新等に係る経費
・現在の維持管理経費 ・施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の見込み ・長寿命化対策を反映した場合の見込み
・対策の効果額
※ 見込みについては、少なくとも10年程度の期間

③ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方
・公共施設等の管理（点検・診断、維持管理・更新、ユニバーサルデザイン化等）に係る方針
・全庁的な取組体制の構築やPDCAサイクルの推進等に係る方針

２ 記載が望ましい事項

① 公共施設の数、延床面積等に関する数値目標

② 施設類型（道路、学校、病院等）ごとの管理に関する基本的な方針

③ 地方公会計（固定資産台帳）の活用の考え方

④ 保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針

３ 団体の状況に応じて記載する事項

① 広域連携の取組

② 地方公共団体における各種計画、国管理施設

との連携についての考え方

※以下の事項以外についても、各団体の判断により必要な事項を記載すること

令和３年度に限り、市町村における総合管理計画の見直しに係る経費（専門家の招へいに要する経費（旅費、報償費等）、計画の見直しに要
する経費（委託料、印刷費等））について、特別交付税措置を講じることとしたこと（措置率 ０．５）。
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